
 

〇和８年４月で１歳児（R６，４，２生まれ～）のお子様の面談予約について 

 【予約開始日】 ２月２日（月） 

【予約方法】 お電話にてご連絡ください。（平日 10時～１７時） 

 

〇更新手続きについて 

引き続き、4月以降もご利用される方は、面談の必要はありませんが 

更新手続きが必要です。 

また、就労でご利用の方は、別途「就労証明書」が必要になります。 

書類をお渡ししますので、職員までお声掛けください。 

※アレルギーのあるお子様は再度面談が必要です。 

 

〇令和８年４月以降の一時預かり保育予約について 

 【開始日】 3月９日(月)   AM11：00～ 

※開始時刻より前に予約を入れても、システム上削除されてしまいますので 

ご注意ください。 

 

 

令和８年度 一時預かり保育のお知らせ 


